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 平成 28 年２月５日、公益認定等委員会から行政庁（内閣総理大臣）に

対し、公益財団法人日本ライフ協会に関する公益認定取消しの勧告が行わ

れました。 

これを受けた行政庁は、行政手続法の規定に従い聴聞手続を行った上、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 29 条第２項第１

号の規定に基づき、平成 28年３月 18日付けで、同協会の公益認定を取り

消しましたので、公表します。 

同法人は、本取消しにより、一般財団法人となります。 
 

 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18年法律第 49号）（抄） 

 （公益認定の取消し）  
第二十九条  行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を

取り消さなければならない。 

一  ～ 四 （略）  

２ 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消す

ことができる。 

一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 

二 ～ 三 （略） 

 

【本件問合せ先】 

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 

黛、石塚 

ＴＥＬ：５４０３－９５３８(直通) 

ＦＡＸ：５４０３－０２３１ 
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平成 28年３月 18日 

 

 

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 

 

 

公益認定取消の公示 

 

 

平成 28年３月 18日付けで公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

（平成 18年法律第 49号）第 29条第２項第１号の規定に基づく公益認定の取消しを

したので、同条第４項の規定に基づき、別紙のとおり公示する。 
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別紙 

 

１．法人コード：A004352 

 

２．法人の名称：公益財団法人日本ライフ協会 

 

３．代表者の氏名：濱田 健士 

 

４．主たる事務所の所在場所： 

  東京都港区芝四丁目 11番３号 芝フロントビル３階 
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報告徴収・立入検査 事業の適正な運営を確保するため必要な限度で実施（認定法第27条第1項）

※欠格事由に関する事項については行政庁が実施

命令
勧告を受けた公益法人が、正当な理由なく、その

勧告に係る措置をとらなかったとき
→その勧告に係る措置をとるべき旨命令
（認定法第28条第3項） ※公示規定あり

【事前に弁明の機会の付与が必要（行政手続法）】

認定取消し
必要的取消し：欠格事由該当、命令違反等
任意的取消し：認定基準不適合、認定法

その他の法令違反
（認定法第29条第1項、第2項） ※公示規定あり

【事前に「聴聞」を実施（行政手続法）】
※認定取消申請による認定取消しを除く。

行政庁に対する勧告
認定基準適合性等を審査し、必要があると認めるとき
→勧告・命令・認定取消し等の措置をとることについて

内閣総理大臣に勧告（認定法第46条第1項）
※公表規定あり

又は

諮問
行政庁が勧告・命令・認定取消しをしようとする場合

（委員会の勧告を受けて行う場合を除く）
（認定法第43条第1項第2号）

答申
（ ※公表規定あり ）

勧告
任意的認定取消事由（認定基準不適合、認定法
その他の法令違反）に該当すると疑うに足りる

相当な理由がある場合
→期限を定めて必要な措置をとるべき旨勧告

（認定法第28条第1項） ※公表規定あり

勧告・命令・認定取消しを行う場合は、
事前に以下のいずれかの手続が必要
（※欠格事由関係等、一部例外を除く）

公
益
法
人

公益法人の監督措置に係る手続の流れ
（公益財団法人日本ライフ協会に対する公益認定取消し）

行
政
庁
（内
閣
総
理
大
臣
）

公
益
認
定
等
委
員
会
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